
枚
方
議
会
６
面

０
５
０
１
０
６

木
❶
木
❷
木
❸
木
❹
木
❺
井
❻
木

議
会
は
、
１
月
２７
日
に
緊

急
議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

７
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
９
号
）
は
、
国
の
総

合
経
済
対
策
に
伴
う
、
物
価

高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創

生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
た

本
市
独
自
の
支
援
に
つ
い
て

補
正
を
行
う
も
の
で
、
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１９
億
４
５
６

４
万
円
を
増
額
す
る
も
の
で

す
。歳

入
の
補
正
内
容
は
、
物

価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方

創
生
臨
時
交
付
金
１９
億
３
９

９
万
円
の
増
額
、
財
政
調
整

基
金
繰
入
金
４
１
６
５
万
円

の
増
額
で
す
。

歳
出
の
主
な
補
正
内
容
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
全
世
帯
に
対
す
る
給
付
金

事
業
費
（
１
人
当
た
り
４
千

円
を
給
付
）
…
１５
億
６
４
０

０
万
円

▼
水
道
料
金
の
福
祉
減
免
制

度
対
象
世
帯
に
対
す
る
給
付

金
事
業
費
（
対
象
家
庭
１
世

帯
当
た
り
３
千
円
を
給
付
）

…
３
４
２
０
万
円

ま
た
、
７
年
度
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

は
、
８
年
度
の
水
道
料
金
基

本
料
金
等
の
減
免
実
施
の
た

め
、
債
務
負
担
行
為（
＊
１
）

の
補
正
と
し
て
上
下
水
道
料

金
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
委
託

の
経
費
１
６
０
０
万
円
を
計

上
す
る
も
の
で
す
。

※
１
万
円
未
満
四
捨
五
入

物
価
高
騰
支
援

迅
速
に
届
く
よ
う
実
施
を

質
問

水
道
料
金
の
福
祉
減

免
制
度
対
象
世
帯
に
追
加
給

付
を
行
う
理
由
を
聞
く
。

答
弁

同
世
帯
は
水
道
料
金

の
基
本
料
金
等
が
減
免
さ
れ

て
お
り
、８
年
度
に
全
世
帯
へ

実
施
す
る
同
料
金
等
の
減
免

で
は
、物
価
高
騰
へ
の
支
援
が

十
分
に
行
き
届
か
な
い
た
め
、

３
千
円
の
追
加
給
付
を
行
う
。

要
望
等

中
低
所
得
層
へ
の

現
金
給
付
や
水
道
料
金
等
の

減
免
は
、
７
年
１２
月
の
緊
急

要
望
に
沿
っ
た
も
の
で
、
迅

速
に
届
け
る
よ
う
要
望
す
る
。

物
価
高
騰
支
援

迅
速
な
給
付
金
支
給
と

効
果
的
な
広
報
を

質
問

全
世
帯
へ
の
給
付
金

の
支
給
方
法
及
び
支
給
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
聞
く
。

答
弁

１
人
当
た
り
４
千
円

を
世
帯
単
位
で
世
帯
主
へ
支

給
す
る
。
４
月
か
ら
支
給
に

係
る
書
類
を
送
付
し
、
５
月

頃
か
ら
順
次
振
込
を
行
う
予

定
で
あ
る
。

要
望
等

市
民
へ
迅
速
か
つ

丁
寧
に
給
付
金
を
支
給
す
る

た
め
の
体
制
を
構
築
す
る
と

と
も
に
、
市
民
が
市
の
支
援

を
実
感
で
き
る
効
果
的
な
広

報
を
求
め
る
。

物
価
高
騰
対
策

現
金
給
付
だ
け
で
な
く

中
小
企
業
の
賃
上
げ
支
援
を

質
問

昨
今
の
物
価
高
の
原

因
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
。

答
弁

円
安
に
よ
る
輸
入
コ

ス
ト
の
増
加
や
原
材
料
費
等

の
高
騰
、
人
手
不
足
に
伴
う

物
流
・
人
件
費
の
上
昇
と
い

っ
た
要
因
が
、
複
合
的
に
影

響
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。

要
望
等

現
金
給
付
に
よ
る

市
民
の
負
担
軽
減
も
大
事
だ

が
、
中
小
企
業
の
賃
上
げ
支

援
や
人
手
不
足
の
軽
減
で
、

物
価
高
の
原
因
で
あ
る
供
給

力
不
足
の
軽
減
を
図
る
必
要

も
あ
っ
た
と
意
見
す
る
。

下記の「タテ・ヨコのカギ」を参考にマスを埋め、
Ａ～Ｆを順に並べて出てくる言葉は何でしょうか？
※１マスにつきカナ１文字が入ります。小さい「ッ」
などは大きい「ツ」などと同じ文字として扱います。

応募方法 市議会ホームページに掲載の応募フォ
ーム（右上コード）または、はがき、電子メール、フ
ァクスに、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、
クイズの答え、議会報の感想を書いて議会局（〒
573－8666住所不要）へ。５月２５日必着。１人１
通。抽せんで１０人にクオカード（５００円分）をプ
レゼント！当選者の発表は賞品の発送をもって代え
させていただきます。

１．農業のほかに別の職業に従事しながら生計を立てる農
家を「○○○○○農家」といいます。対義語は専業農家。

４．沖縄県の県庁所在地は「○○市」です。
６．市議会において、議長と副議長がともに病気等で議長
職を務めることができなくなった場合、「○○議長」を
選出しなければなりません。

７．壁塗りの職人のこと。
８．開会議会や定例月議会において、日程の初日から最終
日までの間を「○○○○○○」といいます。

１１．支点、力点、作用点で説明される「○○の原理」。
「○○でも動かない」

１２．条例が議会で可決され、公布されたものの、まだ施行
されていない状態のこと。

１４．運が開けること。
１５．野球では、ショートとも呼ばれ、主に
セカンドとサードの間に位置するポジシ
ョンを、日本語で「○○撃手」といいます。

１６．「○○○○民営化」により、国または日本郵政公社が
提供してきた郵政事業を、民間企業が経営を行うように
なりました。

１８．市民が市議会に請願書を提出するには、議員の「○○
○○○」が必要です。

２１．枚方市の中部にある、府立公園の「山田○○公園」の
「山田○○の月」は枚方八景の一つです。

２２．ブナ科の常緑高木の一群の総称。
２３．困難にも屈さない強い意志のこと。「○○○を示す」

１．議会が対外的に意思を表明する必要があるなどの理由
から、議会の意思を「○○○書」の形として議決するも
の。関係機関に送付するものもあります。

２．枚方市議会報は、各会派から選出した委員で構成する
「○○○○○○○委員会」で、協議、決定した編集基準
に基づき編集しています。

３．室町時代の、大名や有力武将に従う下級武士。
４．「○○川」は、福岡市中心部を流れ博多湾に注ぐ全長約
３５㎞の河川で、その川沿いには屋台が並んでいます。
５．市議会が議案を可決するには、原則として出席してい
る議員の○○○○を超える賛成が必要で、これを「過○
○○○議決（多数決）の原則」といいます。

７．議会が招集されたとき、議員が会議に出席するために
所定の場所に集合することを「○○○○○」といいます。

９．枚方市では、全市立小学校に「留守○○○児童会室」
を設置しています。

１０．あることに、別の要素を付け加えること。「市民の意見
を○○して計画を作る」

１３．内閣では、雇用、労働に関する施策は、「〇〇〇〇労働
省」が所管しています。

１４．千葉県松戸市と接している東京都２３区の一つ。「○○
○○区」にある派出所を題材とした漫画があります。

１６．四字熟語で、この世で自分が誰よりも優れているとう
ぬぼれるという意味。「〇〇〇独尊」

１７．市議会が市の公益に関する事項について、議会の意思
として議決し、国会または関係行政機関に提出するものを
「○○○書」といいます。

う どの

１９．淀川の高槻市側の河川敷に広がっているのが「鵜殿の
○○原」で、大阪みどりの百選に選定されています。

２０．広島県が生産量全国トップの二枚貝。漢字で「牡蠣」
と書きます。

今
回
の
条
例
制
定
は
、
市

内
工
場
の
再
投
資
を
促
進
し
、

地
域
産
業
の
活
力
維
持
や
雇

用
の
確
保
を
図
る
た
め
、
一

定
規
模
以
上
の
製
造
業
等
の

工
場
、
い
わ
ゆ
る
特
定
工
場

を
対
象
に
、
工
場
立
地
法
に

基
づ
く
緑
地
及
び
環
境
施
設

の
整
備
に
係
る
基
準
等
を
国

が
定
め
る
範
囲
内
で
、
本
市

の
実
情
に
応
じ
て
定
め
、
工

場
敷
地
内
の
緑
地
面
積
率
等

を
緩
和
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
８
年
４

月
１
日
で
す
。

特
定
工
場
の
緑
地
面
積
率

最
大
限
緩
和
す
る
理
由
は

質
問

特
定
工
場
の
緑
地
面

積
率
を
条
例
に
よ
り
最
大
限

緩
和
す
る
理
由
を
聞
く
。

答
弁

市
内
３８
か
所
の
特
定

工
場
の
う
ち
３１
か
所
は
法
施

行
前
か
ら
操
業
す
る
既
存
工

場
で
あ
り
、
現
行
の
緑
地
面

積
率
等
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、

敷
地
に
余
裕
も
な
い
こ
と
か

ら
建
て
替
え
や
設
備
更
新
に

支
障
が
生
じ
る
た
め
で
あ
る
。

要
望
等

都
市
の
緑
を
守
る

た
め
、
今
回
新
た
に
作
成
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た

取
組
を
進
め
る
よ
う
求
め
る
。

今
回
の
条
例
制
定
は
、
８

年
度
か
ら
の
こ
ど
も
誰
で
も

通
園
制
度（
＊
２
）の
本
格
実

施
に
当
た
り
、
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
も
の
で
す
。

８
年
度
は
、
第
２
長
尾
保

育
園
、
ひ
か
り
の
み
ね
こ
ど

も
園
、
楠
京
阪
幼
稚
園
、
市

立
渚
西
臨
時
保
育
室
に
お
い

て
の
実
施
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
施
行
日
は
８
年
４

月
１
日
で
す
。

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

子
ど
も
の
育
ち
の
た
め

都
度
運
用
の
見
直
し
を

質
問

８
年
度
に
本
格
実
施

の
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

（
＊
２
）は
、
渚
西
臨
時
保
育

室
に
加
え
、
民
間
３
施
設
で

の
実
施
だ
が
、手
法
を
聞
く
。

答
弁

７
年
度
の
試
行
実
施

時
の
内
容
と
同
様
に
、
全
施

設
で
週
１
回
２
・
５
時
間
を

約
４
か
月
に
わ
た
っ
て
実
施

す
る
定
期
利
用
で
行
う
。

要
望
等

安
全
な
保
育
の
提

供
を
踏
ま
え
、
よ
り
よ
い
子

ど
も
の
育
ち
の
た
め
、
運
用

の
見
直
し
を
行
い
な
が
ら
の

実
施
を
求
め
る
。

今
回
の
改
正
は
、
待
機
児

童
対
策
と
し
て
、
８
年
１０
月

頃
か
ら
蹉
跎
西
臨
時
保
育
室

の
施
設
を
活
用
し
て
、
さ
だ

西
小
規
模
保
育
施
設
を
設
置

す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
８
年
１２

月
２８
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
日
で
す
。

２
保
育
施
設

十
分
な
人
員
と
役
割
分
担
で

職
員
体
制
の
整
備
を

質
問

さ
だ
西
小
規
模
保
育

施
設
に
入
所
で
き
な
い
児
童

が
蹉
跎
西
臨
時
保
育
室
を
利

用
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
同

施
設
内
で
の
保
育
内
容
等
の

違
い
は
保
護
者
に
と
っ
て
理

解
し
難
い
が
、考
え
を
聞
く
。

答
弁

利
用
希
望
の
保
護
者

に
は
、
両
施
設
の
設
置
目
的

や
利
用
要
件
の
違
い
を
丁
寧

に
説
明
し
、
理
解
の
上
、
利

用
し
て
も
ら
う
考
え
で
あ
る
。

要
望
等

十
分
な
人
員
配
置

と
明
確
な
役
割
分
担
で
職
員

体
制
を
整
え
る
よ
う
求
め
る
。

今
回
の
改
正
は
、子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
制
度
の
創
設

に
伴
い
、
同
支
援
金
に
係
る

国
民
健
康
保
険
料
の
算
定
方

法
を
定
め
る
な
ど
、
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
８
年
４

月
１
日
で
す
。

意
見

子
ど
も
・
子
育
て
支

援
金
制
度
の
創
設
に
よ
り
、

同
支
援
金
分
の
１
人
当
た
り

の
国
民
健
康
保
険
料
は
段
階

的
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
１０
年

度
に
は
年
額
４
８
０
０
円
の

増
額
と
な
る
。
国
に
対
し
、

公
費
拡
充
に
よ
り
財
政
基
盤

の
強
化
を
強
く
求
め
る
よ
う

要
望
す
る
。

今
回
の
改
正
は
、
地
方
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
が
３
月
３１
日
に
成
立
し
た

こ
と
に
伴
う
も
の
で
、
軽
自

動
車
税
や
固
定
資
産
税
、
都

市
計
画
税
に
係
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
８
年
４

月
１
日
で
す
。 総務委員協議会 ２月１０日

大規模地震時の直接死を防ぐ自助促進事業について
ほか１５件

教育子育て委員協議会 ２月１３日
枚方市こども施策推進基金の創設について ほか９件

市民福祉委員協議会 ２月１２日
子ども・子育て支援金制度の創設に伴う国民健康保険料
等の対応について ほか１１件

建設環境委員協議会 ２月１６日
穂谷川清掃工場跡地活用の基本的な考え方について

ほか９件

＊
１

債
務
負
担
行
為
…
複

数
年
に
わ
た
る
契
約
や
後
年

度
の
支
出
が
確
実
な
も
の
に

つ
い
て
、
期
間
や
限
度
額
な

ど
を
定
め
、
議
会
の
議
決
を

経
て
、
将
来
の
負
担
を
約
束

す
る
こ
と
。

＊
２

こ
ど
も
誰
で
も
通
園

制
度
…
保
護
者
の
就
労
要
件

を
問
わ
ず
、
０
歳
６
か
月
か

ら
満
３
歳
未
満
の
未
就
園
児

を
対
象
に
、
月
１０
時
間
を
上

限
と
し
て
保
育
園
等
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
、国
が
創

設
し
た
新
た
な
制
度
の
こ
と
。

風
薫
る
爽
や
か
な
季
節
と

な
り
ま
し
た
が
、皆
さ
ん
は
い

か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

今
号
で
は
、
８
年
度
当
初

予
算
な
ど
、
３
月
定
例
月
議

会
の
内
容
を
中
心
に
掲
載
し

ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
８
年
４
月
か

ら
、
議
会
の
さ
ら
な
る
機
能

強
化
を
図
り
、
プ
レ
ゼ
ン
ス

（
存
在
感
）
を
よ
り
発
揮
す

る
た
め
、議
会
事
務
局
を「
議

会
局
」
に
組
織
改
編
し
ま
し

た
（
詳
細
は
１
面
）
。
議
会

と
議
会
局
職
員
が
両
輪
と
な

り
、
な
お
一
層
、
身
近
で
信

頼
さ
れ
る
、
開
か
れ
た
市
議
会

を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ク
オ
カ
ー
ド
が
当

た
る
ク
イ
ズ
コ
ー
ナ
ー
「
ぎ

た
ん
き
ゅ
う

か
い
探
Ｑ
」
に
挑
戦
い
た
だ

き
、
御
意
見
、
御
感
想
を
議

会
局
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

枚
方
市
議
会
報
は
、
各
会

派
か
ら
選
出
し
た
委
員
で
構

成
す
る
議
会
広
報
委
員
会
で

協
議
、
決
定
し
た
編
集
基
準

に
基
づ
き
編
集
し
て
い
ま
す
。

議
会
広
報
委
員
会

委
員
長
…

田
口

敬
規

副
委
員
長
…

番
匠

映
仁

委

員
…

松
本

佑
介
、

三
和

智
之
、
大
津
真
沙
樹
、

佐
田
あ
ゆ
美
、
千
葉

雅
民

議
会
は
、
３
月
２７
日
の
本
会
議
で
、
３
件
の
意
見
書
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

可
決
し
た
意
見
書
（
要
旨
）

意
見
書
と
は
…
市
の
公
益
（
市
民
の
日
常
生
活
に
関
わ
る
公
共
の
利
益
等
）
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
議
会
の
意
思
と
し
て
議
決
し
、
国
会
ま
た
は
関
係
行
政
機
関
に
提
出
す
る
も
の
で
す
。

有
権
者
の
知
る
権
利
を
阻
害
す

る
選
挙
妨
害
へ
の
対
応
強
化
を

求
め
る
意
見
書

政
府
は
、
有
権
者
の
知
る
権
利
と
自
由
で

公
正
な
選
挙
を
断
固
と
し
て
守
る
た
め
、
左

記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。

記

１
�
知
る
権
利
は
、
自
由
で
公
正
な
選
挙
を

支
え
る
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
様
々
な
場
面
で
知
る
権
利
の
保
護
に

つ
い
て
、
議
論
を
進
め
る
こ
と
。

２
�
選
挙
の
自
由
及
び
公
正
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
、
表
現
行
為
と
選
挙
妨
害
と
の
線

引
き
を
具
体
的
に
整
理
し
、
現
場
の
取
締

り
や
選
挙
管
理
実
務
に
お
け
る
判
断
基
準

が
統
一
さ
れ
る
よ
う
、
国
と
し
て
、
速
や

か
に
明
確
な
指
針
を
策
定
す
る
と
と
も

に
、
候
補
者
及
び
有
権
者
双
方
の
権
利
が

等
し
く
守
ら
れ
る
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、

着
実
に
運
用
す
る
こ
と
。

〈
提
出
先
〉
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、

法
務
大
臣
、
国
家
公
安
委
員
会

委
員
長

殺
傷
能
力
を
有
す
る
武
器
輸
出

の
拡
大
に
反
対
す
る
意
見
書

自
由
民
主
党
の
安
全
保
障
調
査
会
は
、
令

和
８
年
２
月
２５
日
に
、
防
衛
装
備
移
転
三

原
則
の
運
用
指
針
に
お
い
て
、
輸
出
を
認
め

る
防
衛
装
備
を
非
戦
闘
目
的
（
救
難
、
輸

送
、
警
戒
、
監
視
、
掃
海
）
に
限
定
し
て
い

る
現
行
ル
ー
ル
を
撤
廃
し
、
殺
傷
能
力
を
有

す
る
武
器
輸
出
を
原
則
容
認
す
る
提
言
を
ま

と
め
ま
し
た
。
自
由
民
主
党
は
こ
の
提
言
を

基
に
与
党
案
を
政
府
に
提
出
し
、
政
府
は
こ

れ
を
基
に
、
今
春
に
も
防
衛
装
備
移
転
三
原

則
の
運
用
指
針
を
改
定
す
る
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

自
由
民
主
党
の
提
言
案
で
は
、
戦
闘
中
の

国
へ
の
武
器
輸
出
は
、
特
段
の
事
情
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
原
則
不
可
と
し
、
歯
止
め
を

か
け
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
特
段
の
事
情

に
つ
い
て
の
基
準
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま

た
、
輸
出
後
に
紛
争
当
事
国
と
な
っ
た
場

合
、
輸
出
品
を
引
き
揚
げ
る
こ
と
は
で
き
な

い
な
ど
、
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
は
困
難
で

す
。殺

傷
能
力
を
有
す
る
武
器
輸
出
は
、
日
本

国
憲
法
の
平
和
理
念
と
は
相
入
れ
ず
、
日
本

製
の
武
器
が
他
国
の
人
々
の
命
を
奪
う
こ
と

は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
平
和
国
家
と
し
て
の
国
際
的
信

頼
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
事
前
や
事
後
の

国
会
の
関
与
も
含
め
、
国
会
で
の
論
戦
を
通

じ
た
国
民
的
議
論
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

よ
っ
て
、
政
府
は
、
防
衛
装
備
移
転
三
原

則
の
運
用
指
針
を
改
定
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
国
会
に
お
い
て
、
十
分
な
議
論
を
尽
く

す
時
間
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
憲

法
の
平
和
の
理
念
を
遵
守
し
、
殺
傷
能
力
を

有
す
る
武
器
輸
出
の
拡
大
に
つ
な
が
る
措
置

を
講
じ
な
い
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。

〈
提
出
先
〉
内
閣
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
、
防
衛
大
臣

高
額
療
養
費
制
度
に
お
け
る
自

己
負
担
限
度
額
引
上
げ
の
見
直

し
を
求
め
る
意
見
書

政
府
は
、
２
０
２
５
年
１２
月
２４
日
、
高

額
療
養
費
制
度
の
自
己
負
担
限
度
額
の
引
上

げ
案
を
発
表
し
ま
し
た
。

今
回
の
引
上
げ
案
は
、
長
期
療
養
者
の
自

己
負
担
額
を
引
き
下
げ
る
特
例
で
あ
る
多
数

回
該
当
の
金
額
の
据
置
き
や
現
役
世
代
へ
の

年
間
上
限
の
新
設
な
ど
で
長
期
療
養
者
に
配

慮
す
る
一
方
、
自
己
負
担
限
度
額
の
一
律
引

上
げ
や
所
得
区
分
の
細
分
化
が
予
定
さ
れ
、

利
用
者
の
負
担
が
大
き
く
な
る
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
ほ
ぼ
全
て
の
所
得
区
分
に
お
い
て

自
己
負
担
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
ま

た
、
そ
れ
に
よ
り
月
ご
と
の
医
療
費
が
上
限

額
に
到
達
し
な
く
な
り
、
多
数
回
該
当
が
適

用
さ
れ
な
く
な
る
患
者
が
発
生
す
る
こ
と
も

懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
長
期
療
養
者
に
と

っ
て
も
重
い
負
担
に
な
り
ま
す
。

物
価
高
騰
で
実
質
賃
金
が
低
下
し
、
高
額

療
養
費
制
度
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
重
症

疾
患
の
患
者
を
持
つ
家
庭
の
家
計
は
、
医
療

費
負
担
で
逼
迫
し
て
い
ま
す
。
同
制
度
を
利

用
す
る
患
者
は
、
病
気
で
事
業
の
休
業
や
就

労
制
限
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
所
得
が
減
少
す

る
中
、
貯
蓄
の
取
崩
し
等
で
治
療
費
を
捻
出

し
て
い
る
状
況
も
あ
り
、
自
己
負
担
限
度
額

の
引
上
げ
に
よ
り
治
療
中
断
に
追
い
込
ま
れ

か
ね
ま
せ
ん
。

よ
っ
て
、
政
府
は
、
当
事
者
の
声
に
真
摯

に
耳
を
傾
け
、
高
額
療
養
費
制
度
に
お
け
る

自
己
負
担
限
度
額
の
引
上
げ
を
見
直
す
よ
う

強
く
求
め
ま
す
。

〈
提
出
先
〉
財
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
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